
設計図書等に関する質疑応答書 

令和 ８年 ６月２２日 

  鹿児島市長 殿 

 

                   住    所   

                   商号又は名称   

                   代 表 者 名   

                   担 当 者   

                   電 話 番 号          FAX番号 

 このことについて、下記のとおり質問します。 

 工 事 名 田上歩道橋補修工事（その３） 

 質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。） 

 

① 部材取替工（既設床版・横桁撤去）における産業廃棄物受入料金 アスファルト塊（掘削）及び 

コンクリート塊（無筋）について、積算計上は昼間単価であるものと推測されますが、契約後、 

夜間受入単価としての費用計上は設計変更対象ですか。（閲覧用設計書 15頁） 

② デッキプレート撤去工及びプレキャスト床版設置工は夜間作業として計画されていますが、 

トラッククレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊[T0480S]は夜間作業としての費用 

が反映されていません。公共事業設計単価表 262頁に“深夜作業(22時以降)の場合は，３０％割増 

 賃料とする”と記載ある通り、契約後、夜間割増有りとしての計上は設計変更の対象ですか。 

（閲覧用設計書 46,60頁） 

③ 吊足場損料 タイプA3[F1101]について、施工内訳 0-0046号表においては“485(S)*4ヵ月”、 

登録単価一覧表においては“485(S)*2ヵ月”と記載ありますが、“485(S)*4ヵ月”は誤記と考えて 

 よろしいですか。（閲覧用設計書 78,96頁） 

④ 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出液作成料 溶出試験[W1401]について、備考欄に“建設 P854” 

 と記載ありますが、正しくは“建設 P856”ですか。（閲覧用設計書 90頁） 

⑤ 特記仕様書第 18条 1-(1)“田上歩道橋は田上小学校の通学路に指定されているため、田上小学校 

を含め施工時期について改めて協議するものとする”と記載ありますが、現時点で想定している 

 施工時期を公表願います。（特記仕様書 4頁） 

⑥ 特記仕様書第 18条 1-(2)“部材取替工（既設床版・横桁撤去）、（床版）、（横桁）、足場工 

については夜間の施工時間帯で予定している。それ以外については通常の施工時間帯で予定し 

ている”と記載ありますが、現道の交通量の多さや通勤・通学の時間帯を考慮すると、時間的制約 

を受けることが予想されます。契約後、現場実態に応じた時間的制約の補正割増し係数による積算 

計上は設計変更の対象ですか。（特記仕様書 4頁） 

⑦ 特記仕様書第 18条 3-(1)“工事に伴う公害防止（騒音・振動・粉塵・排出ガス等）については、 

特段考慮していない”と記載ありますが、当工事の補修対象は鋼橋であり、作業時の金属音や振動 

の発生が予想され、特に夜間は近隣住民への影響が大きくなるものと考えられます。田上小学校の 

通学路であることも含め、施工時期及び施工時間帯の確定までに時間を要する場合、着手できない 

期間が長期となる場合は工事一時中止期間として設計変更対象ですか。（特記仕様書 5頁） 

  



⑧ ブラスト材搬出先はエコパークかごしまとして設計計上ありますが、鉛等の有害物が確認され、 

有害物含有量が多く、エコパークかごしまでの受入が不可となり、塗膜くずと同様に福岡県 

大牟田市三池製錬への運搬及び処分が必要となった場合、現場実態に応じた運搬及び処分費の 

計上は設計変更の対象ですか。（特記仕様書 5頁、閲覧用設計書 10頁） 

⑨ 占有物件、支障物件等の既設物について記載ありませんが、契約後、施工に影響のある既設物の 

存在が判明した場合、移設または撤去に伴う費用の計上は設計変更対象ですか。 

 

 

 回   答 令和８年６月２５日  鹿児島市企画財政局財政部契約課 

① 産業廃棄物受入料金のアスファルト塊（掘削）及びコンクリート塊（無筋）については、昼間単価

となります。なお、設計変更については、契約後に鹿児島市設計変更ガイドライン等の関係規定に

基づき対応します。 

② 施工内訳20号・30号表のトラッククレーン作業料金（4.9ｔ吊）については、夜間割増無となりま

す。なお、設計変更については、契約後に鹿児島市設計変更ガイドライン等の関係規定に基づき対

応します。 

③ 施工内訳 46 号表の吊足場損料については、F1101 を採用しており 485(s)＊2 カ月＝970 となりま

す。 

④ 施工内訳 0057号表 溶出液作成料については、建設物価P856検液作成料と積算資料P924前処理

費の平均単価となります。 

⑤ 施工時期については、部材製作等を考慮したうえで約 2ヵ月間を想定しています。 

⑥ 事前の関係機関協議等に基づき条件を設定しており、特記仕様書第 18 条 1-(2)へ記載の施工時間帯

を予定しております。なお、設計変更については、契約後に鹿児島市設計変更ガイドライン等の関

係規定に基づき対応します。 

⑦ 事前の現地調査等に基づき条件を設定しております。なお、設計変更については、契約後に鹿児島

市設計変更ガイドライン等の関係規定に基づき対応します。 

⑧ 有害物質が確認された場合の設計変更については、契約後に鹿児島市設計変更ガイドライン等の関

係規定に基づき対応します。 

⑨ 施工に影響がある占用物件、支障物件等は想定しておりませんが、施工に影響がある既設物が判明

した場合の設計変更については、契約後に鹿児島市設計変更ガイドライン等の関係規定に基づき対

応します。 

 

 

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。 


